
出雲市税だより
令和８年（２０２６）４月　出雲市財政部　市民税課・資産税課・収納課

令和８年度
（第１回）

令和８年度　納税ごよみ
●市税等の普通徴収分（納付書又は口座振替で納付する方法）の各納期限と日曜納税相談の日程をお知らせします。
●口座振替の振替日は、各納期限の日です。
●金額については、各通知書をご確認ください。
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４月  ４月30日（木） 第１期 －

５月  ６月 １日（月） 全期
第１期 全期 ５月10日（日）

６月  ６月30日（火） 全期
第１期 第２期 －

７月  ７月31日（金） 第２期 第１期 第１期 ７月 ５日（日）

８月  ８月31日（月） 第２期 第２期 第２期 第３期 ８月30日（日）

９月  ９月30日（水） 第３期 第３期 －

10月 11月 ２日（月） 第３期 第４期 第４期 第４期 10月11日（日）

11月 11月30日（月） 第３期 第５期 第５期 －

12月 12月28日（月） 第６期 第６期 第５期 12月 6日（日）

令和９年
１月  ２月 １日（月） 第４期 第７期 第７期 －

２月  ３月 １日（月） 第４期 第８期 第８期 第６期 －

３月  ３月31日（水） 第９期 第９期 －
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区　　分 対　象　者

所得割も均等割も
かからない人

生活保護法による生活扶助を受けている人

障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親であり、前年の合計所得金額が
１３５万円以下の人

均等割がかからない人
（所得割もかかりません）

前年の合計所得金額が次の金額以下の人
　◎控除対象配偶者・扶養親族のいない人
　　＝３８万円
　◎控除対象配偶者・扶養親族のいる人
　　＝２８万円×｛（控除対象配偶者＋扶養親族の数）＋１｝＋２６．８万円

所得割がかからない人
（均等割はかかります）

前年の総所得金額等が次の金額以下の人
　◎控除対象配偶者・扶養親族のいない人
　　＝４５万円
　◎控除対象配偶者・扶養親族のいる人
　　＝３５万円×｛（控除対象配偶者＋扶養親族の数）＋１｝＋４２万円

所得控除の合計金額が、総所得金額等を上まわる人

  １１．市民税・県民税（個人）・森林環境税について．市民税・県民税（個人）・森林環境税について

【１】市民税・県民税・森林環境税
　市民税・県民税は住民税とも呼ばれており、市や
県が行う行政サービスに必要な経費を住民の方々に
広く負担していただくものです。
　また、森林の環境を整えるための森林環境税（国
税）も納付いただきます。

【２】納める方（納税義務者）について
　賦課期日（１月１日）に出雲市内に住所があり、
前年１年間に一定以上の所得があった方です。

【３】税額について
　定額で課税される「均等割・森林環境税」と、
前年１年間（１月１日から 12 月 31 日）の所得に
応じて課税される「所得割」で構成されています。

均等割
県民税 １，５００円

市民税 ３，０００円

森林環境税（国税） １，０００円

合　計 ５，５００円

※森林環境税は、均等割にあわせて徴収します。

【４】均等割・所得割が課税されない方について

  所得割額

　　所得割額＝（所得金額－所得控除額）
　　　　　　 ×税率（市民税６％  県民税４％）
　　　　　　 －税額控除等

　※分離課税所得がある場合は、計算方法が異なります。

【５】納税通知書について（納付方法によって異なります）

  均等割額と森林環境税

  給与特別徴収の方
　５月中旬に会社などの給与支払者（特別徴収義
務者）へ「特別徴収税額の決定通知書」をお送り
しますので、給与支払者から通知書をお受け取り
ください。

  普通徴収の方・年金特別徴収の方
　６月中旬に「市民税・県民税・森林環境税納税
通知書」を納税義務者にお送りします。（非課税の
方を除く）

※本年１月２日以降に亡くなられた方の納税通知書
は、相続人の方に送付します。

※３月１６日を過ぎて確定申告書を提出された場合は、
６月（給与特別徴収の方は５月）に送付する納税通
知書には確定申告書の内容が反映されていないこと
があります。７月以降（給与特別徴収の方は６月以降）
に確定申告書の内容を反映した納税通知書を送付し
ます。
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給与特別徴収・普通徴収・年金特別徴収の３通りの方法があります。（＊）

区　　分 納　付　方　法

給与特別徴収

会社などの給与支払者（特別徴収義務者）が、給与から市民税・県民税を引き去りし、給与所得
者に代わって納付する方法です。
　納 付 月：６月から翌年５月まで毎月
　　　　　　※給与所得者の方は原則、給与から市民税・県民税が引き去りされます。

普通徴収

納税義務者が、納付書又は口座振替で納付する方法です。　
６月に納税通知書や納付書を送付しますので確認してください。納付書で納付される方には、全
期前納納付書と期別納付書（第１期から第４期分）を送付します。いずれか一方の納付書により
納付し、両方の納付書で納付されないよう、ご注意ください。
　納 付 月：６月・８月・１０月・１月
　納 付 書：納税通知書と一緒に送付します。納付書記載の納付期限までに納付してください。
　口座振替：納税通知書に振替口座を記載しています。振替日は納期限の日です。詳しくは、
　　　　　　１ページの「納税ごよみ」をご覧ください。

年金特別徴収

年金支払者が、公的年金にかかる市民税・県民税を公的年金から引き去りし、年金受給者に代わっ
て納付する方法です。　
①年金特別徴収初年度

　上半期（６月・８月）は、年金所得に係る年税額（以下、「対象税額」）の４分の１ずつを普
通徴収で納付し、下半期（１０月・１２月・翌年２月）は対象税額の６分の１ずつを年金から
引き去ります。　

②翌年度以降
　上半期（４月・６月・８月）は、前年度分対象税額の６分の１ずつを年金から引き去ります

（仮徴収）。下半期（１０月・１２月・翌年２月）は、その年の対象税額から上半期に引き去っ
た額を差し引いた残りの額の３分の１ずつを年金から引き去ります（本徴収）。　

※６５歳以上の方の公的年金等に係る市民税・県民税は、原則、公的年金から引き去りされるた
め、徴収方法を選択することはできません。

　＊複数の徴収方法を併用して納付していただく場合もあります。

【６】納付方法について

【７】所得・課税証明書の発行について
　令和 8 年度（令和 7 年分）所得証明書、課税証明
書は、6 月 1 日（月）から本庁市民税課、各行政セ
ンター窓口、本庁の複合機、コンビニ交付サービス
で取得できます。
　コンビニ交付サービスでは、年末年始を除く６
時３０分から２３時まで証明書の取得が可能です。
手数料が窓口交付より１００円減額となりますの
で、マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひご
利用ください。

【８】課税内容や納付方法等の問い合わせ
　税額や納付方法等で不明な点がある場合は、本
人確認書類等をお持ちのうえ、本庁市民税課（２階）
までご来庁ください。
　なお、電話で問い合わせをされる場合は、本人
確認のため、納税通知書に記載されている番号を
確認させていただきます。

　必ず、納税通知書をご用意のうえ、
お問い合わせください。
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【１】軽自動車税とは
　原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車、三輪以上の軽自動車（以下、「軽
自動車等」という。）を所有している方に負担していただく税金です。毎年５月に１年分を１回で納付します。

【２】納税義務者について
　賦課期日（４月１日）時点で、出雲市内に使用の本拠（定置場）がある軽自動車等を所有している方が納税
義務者です。４月２日以降に廃車等の手続を行った場合でも、当該年度の税金は納付していただきます。

【３】税率について
　原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車

 ２．軽自動車税について ２．軽自動車税について

　三輪以上の軽自動車

※１　平成 27 年 4 月 1 日以後に最初の新規検査を受けた車両について適用されます。
※２　平成 27 年 3 月 31 日以前に最初の新規検査を受けた車両（重課税率対象車は除く）について適用されます。
※３　最初の新規検査から 13 年を経過した車両（電気自動車等は除く）について適用されます。
　　　令和 8 年度の場合、平成 25 年 3 月 31 日以前に最初の新規検査を受けた車両について適用されます。
※４　一定の燃費基準を達成した車両のうち、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までに新車新規登録された
　　　車両について、令和 8 年度分の特例措置が適用されます。
　　　75% 軽減対象車：電気軽自動車・天然ガス軽自動車
　　　　　　　　　　　 （平成 30 年排出ガス規制適合または平成 21 年排出ガス規制から窒素酸化物 10% 低減達成）
　　　50% 軽減対象車：令和 12 年度燃費基準 90% 達成車かつ令和 2 年度燃費基準達成車　【注】
　　　　　　　　　　　 【注】ガソリン車・ハイブリッド車で、平成 30 年排出ガス基準 50％低減達成車または平成 17 年
　　　　　　　　　　　　　  排出ガス基準 75％低減達成車に限る。

車　種 総排気量又は定格出力 税　率

原動機付自転車

第一種（一般原付）
50cc 以下、又は 0.6kW 以下
若しくは 125cc 以下かつ最高出力 4.0kW 以下

2,000 円

第一種（特定原付） 0.6kW 以下 （電動キックボード等） 2,000 円

第二種乙 50cc 超 90cc 以下、又は 0.6kW 超 0.8kW 以下 2,000 円

第二種甲 90cc 超 125cc 以下、又は 0.8kW 超 1.0kW 以下 2,400 円

ミニカー 20cc 超 50cc 以下、又は 0.25kW 超 0.6kW 以下 3,700 円

二輪の軽自動車（軽二輪） 125cc 超 250cc 以下 3,600 円

二輪の小型自動車（小型二輪） 250cc 超 6,000 円

小型特殊自動車
農耕作業用 制限なし（最高速度 35km/h 未満） 2,400 円

その他 制限なし（最高速度 15km/h 以下） 5,900 円

車種
新税率
※１

旧税率
※２

重課税率
※３

グリーン化特例　※４

75% 軽減 50% 軽減

三輪   3,900 円 1,000 円
2,000 円

（乗用営業用のみ）
3,700 円   4,600 円

四輪

乗用
自家用 10,800 円 2,700 円 ― 8,600 円 12,900 円

営業用   6,900 円 1,800 円 3,500 円 6,600 円   8,200 円

貨物
自家用   5,000 円 1,300 円 ― 4,800 円   6,000 円

営業用   3,800 円 1,000 円 ― 3,600 円   4,500 円
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納 付 方 法

口座振替
振替口座の登録がある場合は、口座振替で納付していただきます。
納期限日に自動振替を行います。

納 付 書
振替口座の登録がない場合は、納付書で納付していただきます。

「軽自動車税納税通知書」が納付書を兼ねておりますので、納期限までに納付をお願いします。
納付場所・納付方法については、納付書裏面でご確認ください。

申請区分 申請方法 申請に必要な書類 申請窓口

新規申請
申請に必要な書類を揃え、
窓口で申請してください。

① 減免申請書
② 自動車検査証（写し可）　【注】
③ 申請者のマイナンバーカード

出雲市役所
市民税課
又は
各行政センター
市民サービス課継続申請

減免継続申請書（ハガキ）を
４月上旬に送付します。必要
事項を記入して、窓口又は郵
送で申請してください。

① 減免継続申請書（ハガキ）

※前年度から申請内容に変更がある場合は、
　新規申請が必要です。

【４】納期限及び納付方法について

　令和８年度の軽自動車税の納期限は、令和８年６月１日（月）です。
　１年分の税金を１回で納付していただきます。
　５月中旬に、出雲市から納税義務者宛に「軽自動車税納税通知書」を送付します。

【５】減免制度について

Ⅰ　構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免　【構造減免】
（１）減免対象
　　　車両の構造が身体障がい者等のために改造されている軽自動車等（車いす移動車など）

（２）申請期間
　　　令和８年４月１日（水） から 令和８年６月１日（月） まで

（３）申請方法

（４）注意事項
　　・新規申請時、自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」などの記載がない場合は、申請書に
　　　「車体の構造が分かる写真」の添付が必要です。
　　・減免決定による口座振替停止処理が間に合わない場合は、口座振替後に還付します。

Ⅱ　公益のため直接専用する軽自動車等に対する減免　【公益減免】
（１）減免対象
　　　公益のために直接専用する軽自動車等（社会福祉法人が所有する車いす移動車など）

（２）申請期間
　　　令和８年４月１日（水） から 令和８年６月１日（月） まで

（３）申請方法
　　　申請方法　申請に必要な書類を揃え、窓口で申請してください。
　　　必要書類　①減免申請書　②自動車検査証（写し可）　【注】

　　　申請場所　出雲市役所 市民税課　又は　各行政センター 市民サービス課

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　【注】 電子化された自動車検査証（電子車検証）の場合は、「電子車検証（A6 横）」と「自動車検査証記録事項（A4 縦）」
　　　 の両方が必要です。

　【注】 電子化された自動車検査証（電子車検証）の場合は、「電子車検証（A6 横）」と「自動車検査証記録事項（A4 縦）」
　　　 の両方が必要です。
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申請区分 申請方法 申請に必要な書類 申請窓口

新規申請

申請に必要な書類を揃え、
窓口で申請してください。
申請者は、納税義務者です。

① 減免申請書
② 身体障がい者手帳等（原本）
③ 自動車検査証（写し可）　【注】
④ 運転者の運転免許証（写し可）
⑤ 申請者のマイナンバーカード
⑥ 申立書 ※必要な場合のみ

出雲市役所
市民税課
又は
各行政センター
市民サービス課

継続申請

減免継続申請書（ハガキ）を
４月上旬に送付します。必要
事項を記入して、窓口又は郵
送で申請してください。

① 減免継続申請書（ハガキ）

※前年度から申請内容に変更がある場合は、
　新規申請が必要です。

所有者
（納税義務者）

運転者 用　途

① 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人 （条件なし）

② 身体障がい者等本人
身体障がい者等本人と
生計を一にする者

身体障がい者等本人のための交通手段

③
身体障がい者等本人と
生計を一にする者

身体障がい者等本人と
生計を一にする者

身体障がい者等本人のための交通手段

④
単身で生活する
身体障がい者等本人

身体障がい者等本人を
常時介護する者

身体障がい者等本人のための交通手段

（３）申請期間
　　　令和８年４月１日（水） から 令和８年６月１日（月） まで

（４）申請方法

Ⅲ　身体障がい者等が所有する軽自動車等に対する減免　【身体障がい者等減免】
（１）「身体障がい者等」とは
　　　下記の手帳のうち、いずれかの交付を受けており、一定の要件に該当する方です。
　　　　身体障がい者手帳 ※等級要件あり、療育手帳（Ａ）
　　　　精神障がい者保健福祉手帳（１級）、戦傷病者手帳 ※等級要件あり

（２）減免対象
　　　所有者、運転者及び用途が下表のとおりである軽自動車等１台に限り、減免対象となります。
　　　なお、下表の③及び④については、身体障がい者等本人が軽自動車等及び普通自動車を所有していない
　　場合にのみ減免対象となります。

（５）注意事項
　　・障がいの区分及び等級によっては、減免対象外となる場合があります。
　　・自動車税の減免を受けている場合、軽自動車税の減免は受けられません。
　　・所有者又は運転者が身体障がい者等本人と別世帯の場合、申請書に「申立書」の添付が必要です。
　　・減免決定による口座振替停止処理が間に合わない場合は、口座振替後に還付します。

詳しくはこちら

　【注】 電子化された自動車検査証（電子車検証）の場合は、「電子車検証（A6 横）」と「自動車検査証記録事項（A4 縦）」
　　　 の両方が必要です。
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【６】その他のお知らせ

Ⅰ　原動機付自転車および小型特殊自動車の申告について
　　　原動機付自転車小型特殊自動車は、使用の有無及び公道走行の有無に関わらず、車両を所有してい
　　ることに対して軽自動車税が課税されます。
　　　軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを車両に取り付け
　　ましょう。

Ⅱ　特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）について
　　　令和５年７月から、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として、「特定小型原動機付自転車」
　　が新設されました。
　　　一定の基準を満たす電動キックボード等については、「特定小型
　　原動機付自転車」として、軽自動車税が課税されます。
　　　軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを車両に取り付け
　　ましょう。

Ⅲ　ペダル付き原動機付自転車（モペット）について
　　ペダル付き原動機付自転車（モペット）は、軽自動車税の申告が必要です。
　　　ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可
　　能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
　　　ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法及びに道路運送車両
　　法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
　　　軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを車両に取り付け
　　ましょう。

Ⅳ　自動車検査証の電子化について
　　　令和６年１月から、軽自動車について、電子化された自動車検査
　　証（電子車検証）の交付が始まりました。
　　　軽自動車税に係る申請時に電子車検証を用いる場合は、「電子車
　　検証（A6横）」と「自動車検査証記録事項（A4横）」の両方が必要です。

Ⅴ　軽自動車税納付確認システム（軽Ｊ
ジ ェ ン ク ス

ＮＫＳ）について
　　　令和５年１月から、「軽自動車税納付確認システム」の運用が開始されたため、三輪以上の軽自動車に
　　ついて車検時における納税証明書の提示が原則不要になりました。
　　　また、令和７年４月からは、二輪の小型自動車についても、車検時における納税証明書の提示が原則
　　不要になりました。
　　　これに伴い、軽自動車税を口座振替又はスマホ決済アプリで納付いただいた方を対象に送付していた
　　車検用納税証明書ハガキについては、送付廃止しておりますのでご了承ください。

　　※「軽自動車税納付確認システム」による納付確認ができない場合は、
　　　従来どおり車検用納税証明書の提示が必要です。

Ⅵ　軽自動車税（環境性能割）の廃止について
　　　令和８年度税制改正により、軽自動車税（環境性能割）は、令和
　　８年３月３１日をもって廃止される予定です。
　　　これに伴い、「軽自動車税（種別割）」は「軽自動車税」に名称が
　　変更になる予定のため、表記を「軽自動車税」に統一しています。

　　※ 地方税法を改正する法律が令和８年３月末までに公布されなかった場合は、
　　　｢軽自動車税｣ の表記はすべて ｢軽自動車税 ( 種別割 )｣ に読み替えることとします。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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【１】固定資産税について

　　納める方（納税義務者）
　　賦課期日（１月１日）に土地・家屋・償却資産を所有している方です。
　　　税額の計算方法
　　土地・家屋・償却資産の課税標準額× 1.5％（税率）＝税額（百円未満切捨）

【２】都市計画税について

　　都市計画税とは
　　都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。
　　課税の対象資産は、旧出雲市の都市計画区域用途地域（一部除く）にある土地・家屋です。

　　　税額の計算方法
　　土地・家屋の課税標準額× 0.075％（税率）＝税額（百円未満切捨）

【３】固定資産税のよくある質問について

  Ｑ１　年の途中で資産の所有者が変わったら、固定資産税は誰にかかりますか？  　
　　　　　　１月１日（賦課期日）が基準日です。１月１日時点の所有者に対して、その年度（４月～）の
　　　　　固定資産税・都市計画税が課税されます。そのため、令和８年１月２日以降に所有者が変わっても、
　　　　　令和８年度は、令和８年１月１日時点の所有者に課税されます。
　　　　　　なお、原則は土地・家屋登記簿に登録されている所有者に課税されます。未登記物件について
　　　　　は、課税台帳に登録されている所有者に課税されます。

  Ｑ２　家を取り壊すと、土地の税額が上がると聞きました。どうしてですか？　　  　
　　　　　　住宅用家屋が建っている敷地（「住宅用地」といいます。）には、固定資産税・都市計画税が軽
　　　　　減される特例が適用されています。
　　　　　　家がなくなると、住宅用地以外の宅地となりこの特例制度が適用されなくなりますので、土地
　　　　　にかかる税額が上がることになります。

　　　　【住宅用地に対する課税標準の特例制度】
　　　　　①固定資産税　200㎡以下の部分は評価額の１/６に、200㎡を超える部分は１/３に軽減されます。
　　　　　②都市計画税　200㎡以下の部分は評価額の１/３に、200㎡を超える部分は２/３に軽減されます。
 

  Ｑ３　築４０年の木造家屋の評価額がずっと下がりません。どうしてですか？　 　　
 　　　　　　年数経過による減価の補正率は 20％が下限となっています。築 40 年の木造家屋であれば、
　　　　　既に下限に達しているため、評価額が据え置きになっていると考えられます。

 ３．固定資産税・都市計画税について ３．固定資産税・都市計画税について

  Ａ２　

  Ａ１　

  Ａ３　
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【４】家屋調査について
　　　建物を新築・増（改）築された場合は、家屋係までご連絡ください。後日、調査にお伺いしますのでご協

力をお願いします。あわせて法務局で登記手続もお願いします。

【５】滅失家屋の連絡について
　　　家屋を取り壊されたら、家屋係までご連絡ください。また、建物登記をされているものは、法務局で抹

消手続もお願いします。
　　　なお、令和８年中に取り壊された場合、翌年度（令和９年度）から課税されなくなります。

【６】未登記家屋の所有者変更の届出について
　　　相続や売買などで未登記の家屋の所有者を変更するときは、変更届の提出をお願いします。
　　　なお、令和８年中に届け出られた場合、翌年度（令和９年度）から納税義務者を変更します。

【７】老朽危険空家を取り壊した場合の減免申請について

　　　市の「老朽危険空家等除却支援事業」の補助金を受けて空家を取り壊した場合、取り壊した後の
土地について一定期間、固定資産税・都市計画税の一部を減免します。（最長２年度分）

　　　「老朽危険空家等除却支援事業」の補助金交付には、市による事前調査が必要となります。必ず取り壊
す前にご相談ください。（相談先：出雲市建築住宅課空き家対策室　電話 21－6210）

　　　※事前相談なく取り壊された場合は、補助金交付の対象とならない場合があります。

　　【減免申請手続】
　　　年度始めの納税通知書の発送にあわせて、該当する土地所有者には
　　「減免手続」の書類を送付します。　
　　　

　　　　 　※住宅用地特例による減額相当額を減免することになります。

住宅用地特例に
よる減額

固定資産税等
税額

減免の適用に
よる減額

固定資産税等
税額

老朽危険空家等を取り壊したときの固定資産税等

空家等除却
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空き家対策室からのお知らせ

小規模住宅用地
（200㎡以下の部分）

一般住宅用地
（200㎡を超える部分）

固定資産税の課税標準額 １／６に軽減 １／３に軽減

都市計画税の課税標準額 １／３に軽減 ２／３に軽減

固定資産税等の住宅用地特例とは ．．．
　居住の用に供する住宅用地について税負担の軽減を図るために設けられた措置であり、土地が住宅
用地に該当する場合には固定資産税等が軽減されます。

管理不全空家 特定空家

そのまま放置
すると倒壊等
の恐れがある
状態

窓や壁が破損
しているなど、
管理が不十分
な状態

建物の管理について市町村からの指導に従わず、勧告を受けた場合は、固定資産税
等の住宅用地特例が解除され、固定資産税等の軽減が受けられなくなります。【悪】

【１】納期限内の納付について
　市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、市民サービスの原資となる大切な自主財源
となりますので、納期限内に納付してください。
　納期限内に納めることが困難な場合は、事前に収納課へご相談ください。

【２】督促状について
　市税等を滞納された場合は、督促状を発送し１通につき１００円の督促手数料を徴収します。督促状は、納
付書として使用できますので、指定した納付期限までに納付してください。
※後期高齢者医療保険料は、督促状に同封された納付書を使って納付期限までに納付してください。

＜状態＞

【良】

空き家の発生

管理不全空家

特定空家

指導

助言・指導

勧告

勧告

新規

命令 行政代執行

 ４．市税等の納付について ４．市税等の納付について

　空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、「特定空家」に加えて 
「管理不全空家」も指導・勧告の対象となりました。〈令和 5 年 12 月施行〉

● 担当　出雲市建築住宅課空き家対策室　電話２１－６２１０

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

お持ちの空き家でお困りの方．．．ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センターへご相談ください！　
＊専門家が相談内容に応じて、助言や支援を行います　電話 ０８０－２９３６－７５５９
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【延滞金の割合】

区　　　分 納期限の翌日から１カ月を経過する日まで 納期限の翌日から１カ月を経過した日以降

令和８年中の延滞金率 年２．８％ 年９．１％

　※延滞金が 1,000 円未満の場合は、徴収しません。

【３】滞納処分について

　　財産の差押えや捜索
　督促状等によっても納付されない場合は、滞納している方の財産（給与・不動産・動産・預貯金・生命
保険・自動車等）の差押えや、自宅・事務所など関係場所の捜索を行い、財産を差押えることがあります。

　　　差押物件の公売
　差し押えた財産が動産等の場合は、インターネット公売や自治体共同公売によって売却し、滞納市税等
に充当します。公売の開催日等は、広報いずもやホームページ等でお知らせします。

【４】延滞金について
　滞納された市税等を納付される時には、納期限までに納付された納税者との公平をはかるため、本来の税額
のほかに延滞金を加算し、合わせて納めていただくことになります。

【５】猶予制度（換価の猶予・徴収の猶予）について
　市税等を一時に納付することが困難な場合には、申請することにより差押えや財産の換価（売却）などの猶予
が認められる場合があります。

【６】日曜納税相談について
　平日来庁できない方のために日曜納税相談を行い、市税等の納付や相談を受け付けます。
　　【相　談　日】　① ５月 10 日（日）　 　② ７月５日（日）　 　③ ８月 30 日（日）
　　　　　　　　　④ 10 月 11日（日）　　⑤ 12 月６日（日）
　　【時　　　間】　９：００～１２：００
　　【会　　　場】　出雲市役所１階　くにびき大ホール
　　　　　　　　　※都合により中止する場合があります。
　　　　　　　　　　中止する場合は、市ホームページ等でお知らせします。

【７】特別徴収市県民税について
　特別徴収義務者が特別徴収（給与から差し引き）した個人の市県民税は預り金であり、事業資金ではありま
せん。特別徴収義務者が納入しない場合、脱税に関する罪の対象となります。
　特別徴収による市県民税が滞納されると、従業員は給与から市県民税が差し引かれているにもかかわらず、
納税していないことになります。そのため、従業員が納税証明書を取得した場合、滞納扱いとなり、必要なサー
ビスが受けられないといった影響が出てきます。
　必ず納期内に納付してください。
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翌月末 から
口座振替開始

翌々月末 から
口座振替開始

銀行印・通帳を用意して
出雲市内の金融機関へ

金融機関窓口で
「口座振替依頼書」を記入 申 込 完 了！

⍁⏬Π૑⏧⏸⏭⏜⌒⍂≪

ӎങЯЈ⏿␆≪≪

⌫⏤ૈ⏥इ܊⏢

その月の 10日まで

その月の 11日以降

翌月末 から
口座振替開始

翌々月末 から
口座振替開始

銀行印・通帳を用意して
出雲市内の金融機関へ

金融機関窓口で
「口座振替依頼書」を記入 申 込 完 了！

⍁⏬Π૑⏧⏸⏭⏜⌒⍂≪

ӎങЯЈ⏿␆≪≪

⌫⏤इૈ܊⏢

その月の 10日まで

その月の 11日以降

市 税 に つ い て の 問 い 合 わ せ 先市 税 に つ い て の 問 い 合 わ せ 先    < 出雲市役所 >< 出雲市役所 >

市 民 税 課　
　★市 県 民 税　　　  ２１―６７７０
　　　　　　　　　　  ２１―６７１４
　　　　　　　　　　  ２１―６８９８
　★法人市民税　　　  ２１―６７２８
　★口座振替・軽自動車税　２１―６７０３

資 産 税 課
　★管　　　理　　　  ２１―６３５１
　★土　　　地　　　  ２１―６６６７
　★家　　　屋　　　  ２１―６８２０
　★償 却 資 産　　　  ２１―６２１９
収　納　課
　★納 付 相 談　　　  ２１―６６４７

【８】納税は、便利で安心な口座振替をおすすめします

　　 金融機関やコンビニに毎回出かける手間が省けて安心・安全な
　　 口座振替をご利用ください！　手続は簡単です。

　　残高不足で口座振替ができなかった場合

　　　市役所から送付する「口座振替不能のお知らせ」（紫色の
　　はがき）を使用し、期限内にコンビニや金融機関等で納付
　　してください。再振替はできません。

　取  扱  金  融  機  関
　島根県農業協同組合、山陰合同銀行、島根銀行、
　島根中央信用金庫、鳥取銀行、しまね信用金庫、
　中国労働金庫、みずほ銀行、
　漁業協同組合ＪＦしまね、ゆうちょ銀行（郵便局）

 ・山陰合同銀行
 ・鳥取銀行

　スマホから
　申込みもできます
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